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能美市人事行政の運営等の状況

　能美市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和６年度（一部、令和７年４月１日

現在）の職員の給与等の状況を公表します。

第１　人事行政の運営の状況

  １　職員の任免及び職員数に関する状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （単位：人）

職　  員  　数

令和６年 令和７年

議　　会 6 5 △ 1

総　　務 92 94 2

税　　務 19 19 0

民　　生 184 188 4

衛　　生 46 44 △ 2

労　　働 1 1 0

農林水産 10 9 △ 1

商　　工 17 16 △ 1

土　　木 24 25 1

小　　計 399 401 2

教　　育 40 38 △ 2

消　　防 102 105 3

小　　計 142 143 1

病　　院 164 160 △ 4 医師（１名）看護師（３名）退職のため

水　　道 7 6 △ 1

下 水 道 4 4 0

そ の 他 13 14 1

小　　計 188 184 △ 4

合　　　  　　計 729 728 △ 1

（注）　１　各年４月１日現在の人数です。

　　　　２　職員数は、一般職に属する職員数です。

(2) 職員年齢別構成状況 （令和７年４月１日現在）

職員数(人) 728

構成比（％) 100.0 

(3) 職員の任免の状況 (令和６年４月１日～令和７年３月３１日）  （単位：人）
退          　職　          者　

定　　年 勧　　奨 自己都合 その他 計

人　数 44 8 1 24 12 45

部　 　　　　門
対前年
増減数

主な増減理由

特別行政
部門

公営企業  
等 部 門

区　 分
20歳
未満

60歳
以上

計

区　分 採　　用　　者

一般行政  
部   門

1



人件費 人件費率 （参考）令和5

Ｂ Ｂ／Ａ 年度の人件費率

千円 ％ ％

5,416,170 18.3 19.4 

Ｂ／Ａ
千円 千円 千円 千円

328,848 1,142,653 3,463,673 6,218

区 分

一般行政職

技能労務職

(注１)ラスパイレス指数は、地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表(一)の
　　適用職員の俸給額とを学歴別、経験年数別に比較し算出したもので､国を１００としたものです。
(注２)平均は、加重平均です。

　２　職員の人事評価の状況

　３　職員の給与の状況

(1) 人件費の状況　（令和６年度普通会計決算）
住民基本台帳人口 歳出額
（令和５年度末） Ａ

人 千円

49,639 29,649,262

（注）  人件費には、職員に支払われる給与のほか、市長、副市長、教育長及び市議会議員等の

　　　特別職に支払われる給料・報酬及び共済費の負担金等を含みます。

(2) 職員給与費の状況　（令和７年度普通会計予算）

給　        与       　費

Ａ
人 千円

557 1,992,172

（注）  １　職員手当には退職手当を含みません。

(3) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　　　　（令和７年４月１日現在）

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

　　　41歳1月 　　315,774円 372,568円

　　　36歳9月 257,220円 310,048円

（注）　平均給与月額とは、給料月額と諸手当の額を合計したものです。

(4) 職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

区　　　分 能　　美　　市 国

大学卒 220,000円 220,000円

高校卒 188,000円 188,000円

(5) ラスパイレス指数の状況

令和６年

97.3 

　能美市では平成２２年度より人事評価制度の本格運用を行っており、平成２６年度からは新たな人
事評価制度を構築し、２８年度から本格運用を行っています。その中で、管理職・一般職に分けてそ
れぞれ業績評価・能力評価の２つの評価を行い、職員の資質向上を図るとともに、処遇（賞与・昇
給・昇任昇格）にも反映させています。

区 分

令和６年度

区 分 職員数
１人当たり給 

与 費給   料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B

令和７年度

一般行政職

2



職 員 数 構 成 比
人 ％

１級 28 10.6 

２級 53 20.1 

３級 51 19.3 

４級 45 17.0 

５級 48 18.2 

６級 19 7.2 

７級 18 6.8 

８級 2 0.8 

264 100.0 

(7) 職員手当の状況

ア　期末・勤勉手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）　

１人当たり平均支給額（令和６年度）

1,396千円

区　　分 期末手当 勤勉手当 区　　分 期末手当 勤勉手当

　６月期 1.25月分 1.05月分 　６月期 1.25月分 1.05月分

12月期 1.25月分 1.05月分 12月期 1.25月分 1.05月分

計 2.50月分 2.10月分 計 2.50月分 2.10月分

支給率 自己都合 定年 支給率 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.669500月分  24.586875月分 勤続20年 19.669500月分  24.586875月分

勤続25年 28.039500月分 33.270750月分 勤続25年 28.039500月分 33.270750月分

勤続35年 39.757500月分 47.709000月分 勤続35年 39.757500月分 47.709000月分

最高限度 47.709000月分 47.709000月分 最高限度 47.709000月分 47.709000月分

自己都合

勧奨・定年

 (注)　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した全職種に係る職員に支給された

　　　平均額です。

(6) 一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

主事、主事補

主事

主任

主査

課長補佐

課長

部長、次長

部長

合                計

能　　　　美　　　　市　　 国

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、役職の級等による加算措置　有 職制上の段階、役職の級等による加算措置　有

イ　退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）　

能　　　　美　　　　市　　 国

令和６年度１人当たり平均支給額

3,112千円

21,387千円

区 分 標準的な職務内容
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ウ　地域手当　

支　給　総　額　（令和６年度） 7,847千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和６年度） 980,875円

支給地域等 支給率 支給対象職員数 国の支給率

医　　師 14.75% 8人 16 ％

エ　特殊勤務手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

支給総額 （令和６年度） 37,884千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額 （令和６年度） 140,310円

職員全体に占める支給対象職員の割合（令和６年度） 36.7%

手当の種類 （手当数） ７種類

1 行旅死亡人等の取扱従事手当

2 市立病院勤務手当

3 医療調査研究従事手当

4 変則勤務従事手当（病院勤務）

5 廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当（美化センター）

6 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当（消防本部）

7 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

オ　時間外勤務手当　　

　支給総額 134,722千円

　職員１人当たり支給年額 203千円

カ　扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）　　

能　　　美　　　市 国

子 11,500円 子 11,500円

配偶者 3,000円 配偶者 3,000円

子、配偶者以外の扶養親族 6,500円 子、配偶者以外の扶養親族 6,500円

満16歳の年度初めから満22歳の年度 満16歳の年度初めから満22歳の年度

末までの子　（1人につき・加算額） 末までの子　（1人につき・加算額）

キ　住居手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

能　　　美　　　市 国

家賃27,000円以下  　家賃額－16,000円 家賃27,000円以下  　家賃額－16,000円

    ×1/2＋11,000円     ×1/2＋11,000円

家賃61,000円以上 28,000円 家賃61,000円以上 28,000円

令和６年度

5,000円 5,000円

借　家
借　間

借　家
借　間

家賃27,000円を超 
え
61,000円未満

    (家賃額－27,000)
家賃27,000円を超 
え
61,000円未満

    (家賃額－27,000)

手　当　の　名　称
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2～ 5   ｋｍ 2,000円 2～ 5   ｋｍ 2,000円

5～ 10   ｋｍ 4,200円 5～ 10   ｋｍ 4,200円

10～ 15   ｋｍ 7,100円 10～ 15   ｋｍ 7,100円

15～ 20   ｋｍ 10,000円 15～ 20   ｋｍ 10,000円

20 ～ 25   ｋｍ 12,900円 20 ～ 25   ｋｍ 12,900円

25 ～ 30   ｋｍ 15,800円 25 ～ 30   ｋｍ 15,800円

30 ～ 35   ｋｍ 18,700円 30 ～ 35   ｋｍ 18,700円

35 ～ 40   ｋｍ 21,600円 35 ～ 40   ｋｍ 21,600円

40 ～ 45   ｋｍ 24,400円 40 ～ 45   ｋｍ 24,400円

45 ～ 50   ｋｍ 26,200円 45 ～ 50   ｋｍ 26,200円

50 ～ 55   ｋｍ 28,000円 50 ～ 55   ｋｍ 28,000円

55 ～ 60   ｋｍ 29,800円 55 ～ 60   ｋｍ 29,800円

31,600円 31,600円

(8) 特別職の報酬等の状況　

6月期 12月期 計 加算措置

6月期 12月期 計 加算措置

　４　 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

ク　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

能　　　　美　　　　市 国

60ｋｍ以上 60ｋｍ以上

ア　市長等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

期末手当　(令和６年度支給割合）　

市　　 　長 890,000円

副　市　長 715,000円

教　育　長 655,000円

イ　市議会議員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和7年４月１日現在）

期末手当　(令和６年度支給割合）　

議　　　長  　 450,000　円

副　議　長  　 390,000　円

議　　　員   　370,000　円

(1) 勤務時間の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（令和７年４月１日現在）

1週間の勤務時間 　　３８時間４５分

勤　務　時　間 　　　８：３０　～　１７：１５

休　憩　時　間 　　１２：００　～　１３：００

(注)　業務の性質により、上記の勤務時間によることができない勤務箇所の勤務時間は、別に定めています。

交通機関
利用者

運賃相当額（支給限度額　55,000円）
 交通機関　  

利用者 
運賃相当額（支給限度額　55,000円）

特別行政
部門

給 料 月 額

1.725月分 1.725月分 　3.45 月分 有

区　　　分 給 料 月 額

1.725月分 1.725月分 　3.45 月分 有

交通用具　
利用者

交通用具    
利用者
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(2) 休暇の状況

　５　職員の休業に関する状況

　　　職員の主な休暇は次のとおりです。なお、職員の休暇制度は、職員の勤務時間、休暇等に関する

　　条例及び規則により暦年で定められています。

区　　分 事　　　　　　　　由 期　　　　　間

20日の範囲内　（20日を限度に

翌年に繰り越すことができます。)

下記以外 90日の範囲内

結核性疾患 １年の範囲内

公務上又は通勤による負傷又は疾病 必要と認められる期間
骨髄提供休暇 必要と認められる期間
ボランティア休暇 ５日の範囲内

結婚休暇 連続する７日の範囲内

産前休暇 ８週間（多胎妊娠の場合は14週間）

産後休暇 ８週間

育児時間 １日２回それぞれ30分以内の期間

妻の出産休暇 ３日の範囲内

子の看護休暇 ５日の範囲内

忌引休暇 連続する１日から７日の範囲内

父母の追悼休暇 １日の範囲内

夏季休暇 原則連続する５日の範囲内
介護休暇 配偶者、父母等を２週間以上にわたり介護 連続する６月の範囲内

(1) 育児休業及び部分休業の利用状況　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）
　　　職員は３歳に満たない子を養育するために、育児休業または部分休業をすることができます。
 　 この期間については給料等は支払われません。 　　　（単位：人）

育　　児　　休　　業

６年度に新たに取得した者 前年度から引き続いている者

男性職員 10 0 0

女性職員 23 21 27

計 33 21 27

(2) 介護休暇の取得状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）
　　　職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに
　　支障がある者の介護を要するため、勤務しないことが相当と認められたときに取得することがで
　　きます。この休暇の間は給料等は支払われません。期間は、介護を必要とする継続する状態ご
　　とに、連続する６か月以内です。 　　　（単位：人）

要介護者数（職員との続柄別）

配偶者 父母 子 配偶者の父母 祖父母 兄弟姉妹

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

年次休暇

病気休暇

部分休業・育児短時間勤務

介護休暇
取得者数

特別休暇
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　６　職員の分限及び懲戒処分の状況

　７　職員の服務の状況

(注）　１　対象職員数は、令和６年１月１日から令和６年１２月３１日までの全期間を在職した職員

　　　　 数（年度途中の退職・採用者、育児休業・休職等の事由がある職員並びに派遣職員を除きま

　　 　　す。）です。

　　 　２　総付与日数には、前年からの繰越分を含みます。

　８　職員の退職管理の状況

〇

〇

〇

(1) 分限処分の状況　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） （単位：人）

区　　　　　分 降任 免職 休職 降給 計

勤務成績がよくない場合 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 39 39

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、
過員を生じた場合

0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0

条例で定める事由による場合 0 0 0

計 0 0 39 0 39

(2) 懲戒処分の状況　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） （単位：人）

区　　　　　分 戒告 減給 停職 免職 計

法令に違反した場合 0 1 1 0 2

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 2 0 0 2

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の
あった場合

1 0 0 0 1

計 1 3 1 0 5

(1) 年次有給休暇の使用状況　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日）

総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均使用日数 消化率
Ａ Ｂ Ｃ Ｂ／Ｃ Ｂ／Ａ

24,657 6346.9日 647人 9.8日 25.7%

　本市では職員の退職管理の適正を確保し、職務の公正な執行及び公務に対する市民の信頼を確保し
ていくため、以下の取り組みを行っています。

再就職者が離職前5年間の職務に属する契約等事務(再就職先等と関連のある契約・許認可等の
処分)について、離職後2年間、依頼等を行うことを禁止

離職前5年より前に課長級以上であった元職員が、課長級以上の職に就任以降の職務に属する契
約事務等について、離職後2年間、依頼等を行うことの禁止

離職前に課長級以上であった元職員で、離職後2年経過していないもの(離職後に市に再度任用さ
れた者等を除く。)に対して、再就職状況の届出を義務付け
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(1) 研修受講状況　　　　　　　　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

市町村アカデミー他

県市町村職員研修所

能美改革実践塾

　受講者は延べ人数です。

　10　職員の福祉及び利益の保護の状況 

① 　健康診断等の実施状況

　※人間ドック受診者は含まれていません。

　※消防職員、美化センターの変則勤務者に行っている2回目の健診は含まれていません。

（特別会員３人含む）

　９　職員の研修等の状況　　　　　　　　　　　　　
（単位：人）

研　修　名　　　・　　　内　容 受講人数

新規採用職員研修 29

職員エンゲージメント向上研修 76

主事・主任級向けハラスメント防止研修 192

その他講座（職員ミニ講座等） 51

6

104

1

(1) 厚生福利制度の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）
　　　公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施しており、その状況は
　　次のとおりです。

（単位：人）

項             目 受診対象者 受診者数

定期健康診断 全員 531

心電図 検査不要の34歳以下の職員を除く全員 365

C型肝炎ｳｲﾙｽ検査 40・45・50・55歳以上（病院は全員） 150

前立腺検査 50歳以上 10

胃部X線検査 35歳以上 56

大腸がん検査 40歳以上 169

肺マルチCT検査 40歳以上 62

乳がん検診 40歳以上 65

子宮がん検診 全員 115

②　石川県市町村職員共済組合

③　能美市職員互助会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（令和７年４月１日現在）

　　　能美市職員互助会は、会員相互の福祉の増進を図ることを目的としています。

ア　会員の状況 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　分 男　性 女　性 計

会　員　数 136人 146人 282人

イ　掛金・負担金の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

均　等　割 　500円

給　与　割 　給与月額×0.3/100

内部研修

派遣研修

　職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置された共済組合の組合員になっています。共済組
合は、短期給付事業（健康保険）、長期給付事業（年金）、福祉事業（貸付、宿泊事業等）を行っていま
す。共済組合の事業は、組合員が納める掛金と市が納める負担金で運営されています。

掛　　　金
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ウ　給付金の概要

千円 円 千円 円

会費 事務局費

会員会費 企画事業費

負担金 体育事業費

事業主負担 厚生事業費

その他収入

繰越金等

　

第２　令和６年度における能美市公平委員会の業務の状況

継続件数 ０件

措置要求件数 ０件

継続件数 ０件

措置要求件数 ０件

種　  　類 状　　　　　　況 内　　　訳 金　　　　額

本  人 20,000円

一親等 10,000円

出 　 　産 子供が生まれたとき 本人・配偶者 10,000円

住 　 　宅 新築又は購入 本  人 10,000円

10年以上 本  人 30,000円

 5年以上10年未満 本  人 20,000円

 1年以上5年未満 本  人 10,000円

本  人 50,000円と生花一対

同一世帯に属する配偶者又は子 20,000円と生花一対

実父母又は同一世帯に属する父母 20,000円と生花一対

その他同居の親族 10,000円

病気見舞
5日以上の入院又は2週間以上の
欠勤療養

本  人 10,000円

エ　収支決算の状況  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

収　　　　　　　入 支　　　　　　出

区  分 金　額 1人当たり額 区　分 金　額 1人当たり額

4,780 16,832 2,454 8,642

448 1,575

0 0 871 3,067

211 741

3,352 11,800

計 8,132 28,632 計 3,984 14,025

(2) 公務災害補償の状況  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月1日～令和７年３月３１日）

内　　          　　訳

公務災害 通勤災害

　１　勤務条件に関する措置の要求の状況

　２　不利益処分に関する不服申立ての状況

結 　 　婚 結婚したとき

退　  　職

弔 慰 金 死亡したとき

認定件数

3 件 3 件 0 件
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